
 

  府 子 本 第 ９ ３ ０ 号 

３文科初第１０６８号 

子 発 １ ０ ０ １ 第 １ 号 

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日 

 

 

各 都道府県知事 殿 

 

                 内閣府子ども・子育て本部統括官 

（ 公 印 省 略 ） 

 

                 文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

                 厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

「多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について」の一部改正について 

 

 

平成 27 年７月 17 日府子本第 88 号、27 文科初第 239 号、雇児発 0717 第６号「多様な事

業者の参入促進・能力活用事業の実施について」を通知したところであるが、今般、別添新

旧対照表のとおり一部改正し令和３年１０月１日から適用することとしたので通知する。 

ついては、管内市町村（特別区及び一部事務組合を含む。）に対して周知をお願いすると

ともに、本事業の適正かつ円滑な実施に期されたい。 

 



     

 

多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について（新旧対照表） 

（下線部は変更点） 

改正後 現行 

府 子 本 第 ８ ８ 号 

２７文科初第２３９号 

雇児発０７１７第６号 

平成２７年７月１７日 
 

一次改正 府 子 本 第 ３ ２ ５ 号 

２８文科初第３７４号 

雇児発０６０３第２号 

平成２８年６月３日 
 

二次改正 府 子 本 第 ６ ９ ５ 号 

３文科教第２３２号 

子発０６０３第１号 

令 和 ３ 年 ６ 月 ３ 日 
 

三次改正 府 子 本 第 ９ ３ ０ 号 

３文科初第１０６８号 

子発１００１第１号 

令和３年１０月１日 

 

各 都道府県知事 殿 

 

内閣府子ども・子育て本部統括官 

文部科学省総合教育政策局長 

文部科学省初等中等教育局長 

府 子 本 第 ８ ８ 号 

２７文科初第２３９号 

雇児発０７１７第６号 

平成２７年７月１７日 
 

一次改正 府 子 本 第 ３ ２ ５ 号 

２８文科初第３７４号 

雇児発０６０３第２号 

平成２８年６月３日 
 

二次改正 府 子 本 第 ６ ９ ５ 号 

３文科教第２３２号 

子発０６０３第１号 

令 和 ３ 年 ６ 月 ３ 日 
 

 

 

 

 

 

各 都道府県知事 殿 

 

内閣府子ども・子育て本部統括官 

文部科学省総合教育政策局長 

文部科学省初等中等教育局長 



     

 

改正後 現行 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長 

 

 

多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について 

 

 

地域の教育・保育需要に沿った教育・保育施設、地域子ど 

も・子育て支援事業の量的拡大を進める上で、多様な事業者の

新規参入を支援するほか、認定こども園における特別な支援が

必要な子どもの受入体制を構築するため、今般、別紙のとおり

「多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱」を定め、 

平成 27 年４月１日から適用することとしたので通知する。 

ついては、管内市町村（特別区を含む。）に対して周知をお 

願いするとともに、本事業の適正かつ円滑な実施に期された 

い。 

なお、本通知の施行に伴い、平成 26 年５月 29 日雇児発 0529

第 29 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「新規参入施 

設への巡回支援事業の実施について」は、平成 27 年３月 31 日

限りで廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長 

 

 

多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について 

 

 

地域の教育・保育需要に沿った教育・保育施設、地域子ど

も・子育て支援事業の量的拡大を進める上で、多様な事業者の

新規参入を支援するほか、認定こども園における特別な支援が

必要な子どもの受入体制を構築するため、今般、別紙のとおり

「多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱」を定め、

平成 27 年４月１日から適用することとしたので通知する。 

ついては、管内市町村（特別区を含む。）に対して周知をお

願いするとともに、本事業の適正かつ円滑な実施に期された

い。 

なお、本通知の施行に伴い、平成 26 年５月 29 日雇児発

0529 第 29 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「新規参

入施設への巡回支援事業の実施について」は、平成 27 年３月

31 日限りで廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

改正後 現行 

別紙 

 

多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱 

 

１ 事業の目的 

地域の教育・保育需要に沿った教育・保育施設、地域子ども・

子育て支援事業の量的拡大を進める上で、多様な事業者の新規

参入を支援するほか、私立認定こども園における特別な支援が

必要な子どもの受入体制を構築するとともに、小学校就学前の

子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児の保護者

や特定教育・保育施設等を利用する一定程度以下の所得の多子

世帯の経済的負担の軽減を図ることで、良質かつ適切な教育・

保育等の提供体制の確保を図る。 

 

２ 実施主体 

   実施主体は、市町村（特別区及び一部事務組合を含む。以

下同じ。）とする。 

   なお、市町村が適当と認めた者へ委託等を行うことができ

る。（３（３）及び（４）の事業を除く。） 

 

３ 事業の内容 

（１）～（３） （略） 

 

（４）多子世帯保育料負担軽減支援 
一定程度以下の所得の多子世帯について、経済的負担を

軽減する観点から、特定教育・保育施設等を利用した子ど

別紙 

 

多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱 

 

１ 事業の目的 

地域の教育・保育需要に沿った教育・保育施設、地域子ども・

子育て支援事業の量的拡大を進める上で、多様な事業者の新規

参入を支援するほか、私立認定こども園における特別な支援が

必要な子どもの受入体制を構築するとともに、小学校就学前の

子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児の保護者

の経済的負担の軽減を図ることで、良質かつ適切な教育・保育

等の提供体制の確保を図る。 

 

 

２ 実施主体 

   実施主体は、市町村（特別区及び一部事務組合を含む。以

下同じ。）とする。 

   なお、市町村が適当と認めた者へ委託等を行うことができ

る。（（３）の事業を除く。） 

 

３ 事業の内容 

（１）～（３） （略） 
 
（新設） 

 

 



     

 

改正後 現行 

もに係る利用者負担額の一部を支援する事業。 
 

４ 実施要件 

（１）～（３） （略） 

 

（４）多子世帯保育料負担軽減支援 
 ① 対象保護者 

   次の（ア）及び（イ）を満たす教育・保育給付認定保護

者（子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号。以下

「法」という。）第 20 条第４項に規定する教育・保育給

付認定保護者をいう。以下同じ。）又はそれに準ずる者と

する。 

（ア）平成 28 年度から令和３年度上半期までの間の特定

教育・保育のあった月において、教育・保育給付認定

保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世

帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額（子ど

も・子育て支援法施行令（平成 26 年政令第 213 号。

以下「令」という。）第４条第２項第２号に規定する

市町村民税所得割合算額をいう。）が５万 7,700 円未

満（令第４条第１項第１号に規定する教育認定子ども

に係る教育・保育給付認定保護者及び特定教育・保育

給付認定保護者にあっては、７万 7,101 円未満）であ

ること。 
（イ）平成 28 年度から令和３年度上半期までの間におい

て、法第 27 条第１項に規定する特定教育・保育施設

（都道府県及び市町村以外の者が設置する施設に限

 

 

４ 実施要件 

（１）～（３） （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

改正後 現行 

る。）又は第 29 条第３項第１号に規定する特定地域型

保育事業所（以下「特定教育・保育施設等」とい

う。）を利用する子どもより年長の令第 13 条第２項に

規定する負担額算定基準子ども（令和元年９月以前に

ついては同項第３号に規定する者を除く。以下同

じ。）ではない特定被監護者等（小学校就学前子ども

であるものに限る。）であって、教育・保育給付認定

保護者と生計を一にするものがいたこと。 

 ② 対象経費 

   平成 28 年度から令和３年度上半期の各月（当該月にお

いて、①対象保護者に該当する場合に限る。）の特定教

育・保育施設等の利用者負担額の算定に当たって、複数の

特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特

例を適用する際に、負担額算定基準子どもではない特定被

監護者等（小学校就学前子どもであるものに限る。）を含

めて何番目の年長者かを判断した場合と当該特定被監護者

等を含めずに何番目の年長者かを判断した場合との利用者

負担額（法第 27 条第３項第２号、第 28 条第２項第１号、

第 29 条第３項第２号並びに第 30 条第２項第１号、第３号

及び第４号に規定する政令で定める額）の差額分 

 

５・６ （略） 

 

別表 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５・６ （略） 

 

別表 （略） 

 


	01.【一部改正通知】多様な主体の参入促進・能力活用_実施要綱
	02. 【新旧】多様な主体の参入促進・能力活用_実施要綱

